
財産（預貯金，生命保険，給与，賞与，報酬，年金，
売掛金，不動産等）の差押えを行います。

差押えした財産（預貯金等）を取立て，換価（お金に
かえること）します。

換価したお金を税金に充てます。

【滞納処分（法に基づく強制処分）の流れ】【滞納処分（法に基づく強制処分）の流れ】【滞納処分（法に基づく強制処分）の流れ】【滞納処分（法に基づく強制処分）の流れ】

税目ごとに定められている納期限を過ぎても納付され
ていないこと。

納期限を過ぎても納付されない場合には，督促状を発
します。

督促状を発しても納付や相談が無ければ，催告文書の
送付や訪問催告を行います。

金融機関，生命保険会社，勤務先等へ財産の調査や自
宅等の捜索を行います。


